
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名 農業災害対策資金利子補助金 

所 管 部 課 経済部農林課 （TEL ２３－５２２１（直通））              

補 助 対 象 者 鳥取西部農業協同組合 

補 助 開 始 年 度 平成１７年度 

交 付 目 的 

災害により著しい被害を受けた農業者が、被災施設の復旧、経営の維持安定のため

に必要な資金を借り受けた場合において、利子補助を行い負担軽減を図る。 

 

補 助 金 額 と 

過 去 の補 助 実 績 

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年度実績 H１９年度実績 H２０年度予算額 

４６千円
（     ２３）千円

２３千円
（    １２）千円

１０千円 
（     ５）千円 

６千円
（      ３）千円

補 助 事 業 の内 容 

平成１５年低温・日照不足、平成１６年台風１８号等により著しい被害を受けた農業者

に対し、経営の維持安定のために必要な資金を末端金利 0%で融資する鳥取西部農業

協同組合に対して利子補助を行う。 

         (県 1/3、市町村 1/3、ＪＡ 1/3) 

 

補助事業に係る経費 

補助事業の全体経費                            ６千円 

内 補 助 対 象 経 費                            ６千円 

補助対象経費の内訳 
融資残金 1,151,000 円 

 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

融資平均残高に利子補助率(0.467～0.5％)を乗じて得た

額 

＊利子補助率は貸付時期で異なる。 

 

限 度 額 無 

補 助 金 の財 源 等 

市単独 一般財源 □     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

間接補助 ■ 国  /  県 １/２  市 １/２  その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

平成１５年低温日照不足、平成１６年台風１８号等により著しい被害を受けた農業者に

対し、農業災害対策資金を融資する鳥取西部農業協同組合に利子補給金を交付する

ことで被害農業者の利子負担を軽減され、経営の維持安定が図られる。 

 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

平成２１年度 

 

 

 

その他 参 考 事 項 

(過去の見直しの経過等) 

現在補助対象となっている災害資金の償還は 21 年度で終了する。 

 

 

 

 


